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マ
イ
ナ
ン
バ

を
安
心
・
安
全
に
ご
利
用

い
た
だ
く
た
め
に

制
度
面
と
シ
ス
テ
ム
面

の
両
方
か
ら
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
て
い
ま
す

制
度
面
の
保
護
措
置

　
国
の
第
三
者
機
関
で
あ
る

特
定
個
人
情

報
保
護
委
員
会

が

マ
イ
ナ
ン
バ

の
適

切
な
運
用
に
つ
い
て
監
視
・
監
督
を
行
い
ま

す

ま
た

マ
イ
ナ
ン
バ

を
利
用
す
る
事

務
ご
と
に

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
書

の
提
出
・
公
表
が
地
方
公
共
団
体
に
は
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す

町
で
実
施
し
た
特
定

個
人
情
報
保
護
評
価
書
は

ホ

ム
ペ

ジ

で
公
表
し
て
い
ま
す

シ
ス
テ
ム
面
の
保
護
措
置

　
国
は
個
人
情
報
を
一
元
管
理
す
る
の
で
は

な
く

従
来
通
り
各
行
政
機
関
が
保
有
し

必
要
な
場
合
に
情
報
の
照
会
・
提
供
を
行
う

分
散
管
理
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
管
理
し
ま
す

　
ま
た

行
政
機
関
が
情
報
の
や
り
と
り
を

行
う
際

マ
イ
ナ
ン
バ

を
直
接
使
わ
な
い

よ
う
に
し
た
り

シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き
る

人
の
制
限

通
信
情
報
の
暗
号
化
を
行
い
ま

す　
マ
イ
ナ
ン
バ

に
つ
い
て
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
け
る
コ

ル
セ
ン
タ

が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す

詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
方

は

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
日
本
語
窓
口

　

０
５
７
０
・
20
・
０
１
７
８

　
外
国
語
窓
口

　

０
５
７
０
・
20
・
０
２
９
１

　
対
応
時
間

　
午
前
九
時
三
十
分

午
後
五
時
三
十
分

　

土
・
日
・
祝
日
を
除
く

▼
問
合
せ
　
総
務
課
総
務
・
防
災
係
　

28

・
６
０
０
３

平成27年10月

マイナンバーの通知マイナンバーの通知
全員

平成28年１月〜

個人番号カードの交付個人番号カードの交付
希望者

　マイナンバーを記載した「通知カード」
が全ての住民に送付されます。
　この「通知カード」には「個人番号カー
ド」の交付申請書を同封します。

　交付申請した方には、町の窓口で「個人
番号カード」を交付します。
　個人番号カードには、氏名、住所、生年
月日、性別、マイナンバーなどが記載され、
本人の写真が表示されます。身分証明書と
して、また個人番号を確認する場などで利
用できます。

個
人
情
報
保
護

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
利
用
で
き
ま
す

※
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
書
と
は

　
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
権
利
利

益
に
与
え
る
影
響
を
予
測
し
た
上
で
特
定

個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
事
態
を
発

生
さ
せ
る
リ
ス
ク
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
の
適
切
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
で

す
。

マイナンバー制度に関する

国のホームページが開設されて

います。

マイナンバー 検索

http://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/bangoseido/

交付申請書


